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〇
金
融
庁
告
示
第
一
号

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ス
イ
ス
・
リ
イ
ン
シ
ュ
ア

ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
が
日
本
に
お
い
て
保
険
業
を
行
う

こ
と
を
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
を
も
っ
て
免
許
し

た
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
十
六
日金

融
庁
長
官

高
木

祥
吉

一

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
商
号
、
本
店
の
所
在
地
及

び
設
立
の
年
月
日

商

号

ス
イ
ス
・
リ
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・

カ
ン
パ
ニ
ー

本
店
の
所
在
地

ス
イ
ス
国
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
市
ミ
テ
ン

ケ
六
十

設
立
の
年
月
日

千
八
百
六
十
三
年
十
二
月
十
九
日

二

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
設
立
に
当
た
っ
て
準
拠
し

た
法
令
を
制
定
し
た
国
の
国
名

ス
イ
ス
連
邦
国

三

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の

氏
名
及
び
住
所

氏

名

金
子

昭
紀

住

所

東
京
都
目
黒
区
緑
ヶ
丘
一
丁
目
二
十
一
番
二

十
一
号

四

免
許
の
種
類

外
国
損
害
保
険
業
免
許

五

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
主
た
る
店

舗
東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
一
号
大
手
町

フ
ァ
ー
ス
ト
ス
ク
エ
ア
西
館
九
階

™


